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第 1/2021 号 

2021 年 7 月 2 日 

タイ投資委員会（BOI）、研究開発と人材育成の促進、 

半導体製造、デジタル事業、スマートパッケージング誘致のための強化恩典を承認 

 

タイ投資委員会（以下、BOIという）は6月30日の会議で研究開発への投資を促進し、産業界がより積

極的に人材育成に取り組むための一連の措置を承認した。成長著しい半導体、デジタル、パッケージ

ング産業への投資を促進するため、恩典を強化。 

 

タイにおいてイノベーション主導型の発展を実現するためには、民間企業の研究開発が非常に重要な

役割を果たす。企業の研究開発を促進するべくBOIは、2億バーツ以上もしくは当初3年間の総売上高

の1％以上を投資または支出するプロジェクトに対して、法人所得税免除の上限が無くより長期の免税

期間（最長13年）を適用することを委員会に提案。免税期間の追加年数は、研究開発費や投資額によ

って異なる。更には実習プログラムへの参加、高度な技術訓練に支出する企業はより大きな税制上の

優遇措置が享受できる。 

 

BOI長官のドゥアンジャイ・アッサワジンタチットはプラユット・チャンオチャ首相が議長を務めた会

議の後、「研究開発と人材育成は、国の競争力を強化する上で最も重要な要素であると考えている」と

述べた。 

 

新型コロナウィルスの危機は、あらゆる電子製品に対する需要の高まりやデジタルサービスやプラッ

トフォームの利用増加など、ハイテクとデジタル経済の重要性を更に浮き彫りにした。パンデミック

下で、半導体業界は需要の増加を経験し、企業はグローバルなサプライチェーンの中でより高い回復

を求めている。タイは電子製品が国内のトップ輸出製品であるため、半導体製造業の誘致に力を入れ

ている。ウエハー製造のような前工程の資本と技術集約型の製造業には10年間の免税措置が適用され、

15億バーツ以上の機械投資を伴う先端集積回路、IC基板、プリント基板プロジェクトには8年間の免税

措置が適用される。 

 

BOIはまた、デジタル経済の供給側で活動する企業を対象に、IT人材の雇用と育成および関連する国

際基準への企業のアップグレードに重点を置く促進政策の改訂を承認した。「ソフトウェア、デジタル

サービスプラットフォーム、デジタルコンテンツの開発」という再編成されたカテゴリーでBOI恩典を

申請する企業は8年間の免税措置の対象となり、タイ人のIT人材の追加雇用、訓練費用、ISO29110や

CMMIレベル2以上などの国際標準認証の費用を考慮し年間上限額が決まる。 

 

「デジタルビジネスの面では、投資促進策を強化することでタイのITスペシャリストをより多く育成

し、競争力のあるローカルプラットフォームやIT事業の構築を可能にすることを目指している」と長

官のドゥアンジャイは述べた。 



 

 

5Gのインフラ構築でASEANをリードするなどデジタルエコシステムに対し既に多額の投資を行ってい

るタイは、以前からサプライチェーン全体を網羅する促進策により世界中のエレクトロニクスセクタ

ーからの投資を集めてきた。タイは現在、電子製品および電子部品で世界第13位の輸出国である。 

 

政府のBio-Circular-Green（BCG）モデルで強調されているように、タイの包装業界がこの分野での世

界的なトレンドに常に先行し技術と環境の持続可能性への投資を促進するために、BOIは同会議でいわ

ゆるスマートパッケージやリサイクル素材を含む環境に優しいパッケージの製造に対する投資奨励措

置の強化を承認した。 

 

BOIはまた、タイにおいて地域内およびに国際的なオフィスを運営する外国の多国籍企業がより柔軟に

業務を可能とする事を目的に国際ビジネスセンター（International Business Center：IBC）およびに

貿易投資支援オフィス（Trade and Investment Support Office：TISO）カテゴリーの業務範囲の改訂を

承認した。両カテゴリーの業務範囲の改定によりトレジャリーセンターを運営していない企業でも関

連する為替管理規則のもと、タイ国内外の関連会社に対し貸付が提供できるようになる。 

 

**************************************** 

お問い合わせ先： 

本情報便の内容についてのご質問、タイ進出に関するご相談がおありの方は、ぜひお気軽に下記のタイ

投資委員会（BOI）東京事務所またはタイ投資委員会（BOI）大阪事務所までご連絡を頂ければと存じ

ます。 

 

BOI 東京事務所 

 タイ王国大使館経済・投資事務所 

〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-3  

福田ビルウェスト8階 

Tel. : 03 3582 1806  

E-mail : tyo@boi.go.th 

 

BOI 大阪事務所 

 タイ王国大阪総領事館 

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎1-9-16 

バンコク銀行ビル7階 

※BOI大阪事務所の管轄エリアは、関西、中国および四国 

Tel. : 06 6271 1395  

E-mail : osaka@boi.go.th 

 

Line：@boinews 

Facebook：BOI NEWS 

BOIのホームページ：www.boi.go.th   

mailto:tyo@boi.go.th
http://www.boi.go.th/

